
 

 

 

江田島市市民センター 

交流プラザ 

集会所 

 

利用案内 

 

（令和 5年１0月１日改訂版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民センター・交流プラザ・集会所は多くの市民がまちづくりや地域交流活

動，生涯学習活動で利用できる施設です。 

お互いにマナーを守り，気持ちよく利用できるよう御協力をお願いします。 



 

 

300円

300円

体育館

集会室

施設

照明施設

全体

410円

1/2使用

410円

使用料（1時間）

1250円

300円

620円

高田交流プラザ 使用料（1時間）

教養娯楽室 510円

相談室 410円

江田島市民センター別館 使用料（1時間）

大ホール
施設

照明施設

1,250円

300円

全体

使用料（1時間）

300円

和室

多目的室C

調理室

410円

410円

410円

300円

グラウンド 510円

1250円

300円

会議室 310円

体育館
施設

照明施設

410円

410円

300円

1/3使用

1020円

610円

410円

集会所

全体

2/3使用

調理室

和室
全体

1/2使用

深江交流プラザ 使用料（1時間）

和室 720円

飛渡瀬交流プラザ 使用料（1時間）

300円

調理実習室 410円

工作実習室 410円

1/2使用
和室

510円

300円

410円

2/3使用

1/3使用

全体

会議室

集会室 1320円

研修室 300円

610円全体

是長集会所

集会室

大柿市民センター

1/2使用

調理室

和室

三高交流プラザ

会議室

使用料（1時間）

410円

使用料（1時間）

410円

410円

300円

使用料（1時間）

510円

グラウンド

多目的室B

事務室

鹿川交流プラザ

多目的室1

多目的室2

多目的室3

多目的室4

沖美市民センター

300円

多目的ホール（ステージ及び更衣室含む) 820円

多目的室A（更衣室含む） 620円

体育館
施設

照明施設

510円

410円

410円

施設

照明施設
体育館

和室

能美市民センター別館

全体

1/2使用

全体

2/3使用

1/3使用

全体

2/3使用

1/3使用

全体

グラウンド

会議室

300円

使用料（1時間）

410円

1,250円

300円

410円

会議室

300円

300円

620円

多目的室

（ステージ・控室

含む）

能美市民センター 使用料（1時間）

920円

620円

1/2使用 300円

調理室 410円

工作室 300円

和室

防音室

510円

集会室 410円

その他

620円

410円

ふれあいサロン展示室 510円

1,250円

300円

大広間 720円

和室（小） 300円

調理室 300円

宮ノ原交流プラザ 使用料（1時間）

和室（大） 620円

多目的室 410円

和室（中） 300円

各施設使用料一覧

視聴覚室 300円

その他研修室 300円

集会室 410円

調理実習室 410円

リハビリ室 300円

調理室 410円

その他研修室等 300円

秋月交流プラザ 使用料（1時間）

鷲部交流プラザ 使用料（1時間）

研修室 720円

会議室 620円

備考

1.使用料には，消費税，電気代及びガス水道代を含みます。

2.商業宣伝，営業又はこれらに類する目的で使用する場合，

10割加算します。

3.冷暖房利用の場合，5割加算(10円未満切捨て)します。

4.市外利用者の場合，5割加算(10円未満切捨て)します。

5.通夜1夜8,370円，葬儀1回8,370円です。



 

■使用料について  

 ・使用料は各施設の各部屋ごとに１時間単位で定めており，消費税と電気，ガス及び水道代が

含まれています。 

・使用料は，各施設で発行する納付書により，利用施設又は指定の金融機関等でお支払いくだ

さい。 

 ・商業宣伝や営業などの目的で使用する場合は，使用料に１０割加算します。 

 ・冷暖房利用の場合は，使用料に５割加算します。（１０円未満は切り捨てます。） 

 ・市外の方の利用の場合は，使用料に５割加算します。（１０円未満は切り捨てます。） 

 ・お支払いただいた使用料は原則返還しません。ただし，特別な理由がある場合は返還できる

場合があります。 

 

■使用料減免について  

 ・江田島市公の施設の使用料の減免に関する要綱に該当する場合は，使用料を減免することが

できますので，詳しくは各施設にお問い合わせください。 

 

■通夜，葬儀での利用について  

 ・市民センター等では，通夜，葬儀で利用できる施設があります。利用を希望する場合は各施

設にお問い合わせください。 

 ・通夜，葬儀に係る使用料は，通夜１夜８，３７０円，葬儀１回８，３７０円で，該当する場合

は，冷暖房費及び市外利用の加算がそれぞれかかります。 

 

■使用を許可できない場合  

 ・次の行為を伴う活動の場合には，使用を許可しません。 

  ①わいせつ，賭博，暴力，詐欺，喧騒等の行為を伴うもの 

  ②健全な社会風俗に反する行為を伴うもの 

  ③特定の政党の利害に関する行為，特定の候補を支持する行為を伴うもの 

  ④政治団体による寄付，入会等の勧誘を行う行為を伴うもの 

  ⑤宗教の布教，入信等の勧誘を行う行為を伴うもの 

  ⑥旅館業法に規定される宿泊を伴うもの 

 

■使用後の原状復帰について  

 ・移動させた机やイスは使用前の状態に戻し，ごみを拾い，汚した箇所などは清掃をお願いし

ます。 

 ・お持込の使用物や活動後の不要物，ごみはお持ち帰り願います。 

 

■施設内での喫煙について 

 ・施設内は禁煙です。喫煙をされる場合は所定の場所でお願いします。 

  



 

 

■各施設のご案内  

 

施設名 住所 
予約・ 

お問い合わせ先 

江
田
島
町 

江田島市民センター（別館） 江田島町中央一丁目３番２１号 0823-42-0015 

鷲部交流プラザ 江田島町鷲部二丁目１３番１号 0823-42-0554 

秋月交流プラザ 江田島町秋月二丁目６番３号 0823-42-0230 

宮ノ原交流プラザ 江田島町宮ノ原二丁目２１番１号 0823-42-0047 

能
美
町 

能美市民センター 能美町中町４８５９番地９ 0823-40-2777 

高田交流プラザ 能美町高田３３５５番地５ 0823-45-2105 

鹿川交流プラザ 能美町鹿川３１２６番地１ 0823-45-2001 

沖
美
町 

沖美市民センター 沖美町畑９９５番地 0823-48-0211 

三高交流プラザ 沖美町三吉２７７６番地１０ 0823-47-0211 

是長集会所 沖美町是長３８３番地５ 0823-48-0211 

大
柿
町 

大柿市民センター 大柿町大原５３５番地２ 0823-57-3009 

深江交流プラザ 大柿町深江８４５番地４ 

深江連絡所 

0823-57-2007 

地域支援課 

0823-43-1637 

飛渡瀬交流プラザ 大柿町飛渡瀬１６３３番１ 
地域支援課 

0823-43-1637 

 

■利用時間  

 ・各市民センター等の利用時間は原則として，午前９時から午後１０時までです。 

 ・各施設とも１時間単位でご利用いただけます。 

 ・利用時間は，準備と片づけ時間を含んだ時間となります。 

 

■休館日  

 ・休館日については，各施設にお問い合わせください。 

 

■利用申込み  

 ・申込みは事前に各施設に空き状況を確認して，利用許可申請書を提出してください。 

 ・申込みは原則，利用する日の３か月前から受け付けます。 

  ※自主グループ活動等年間を通じて活動する場合は，この限りではありません。 

 ・申込みの受け付けについては，原則として，月曜日から金曜日までの午前９時から午後５時

までで，各施設で受け付けますが，それ以外でも対応できる場合がありますので，詳細は各

施設にお問い合わせください。 

 


